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抽選参加サービス取扱規定 新旧対照表 

(下線部分改正) 

現  行 改  正 

第１７条 準拠法・合意管轄 

本規定に関する準拠法は日本国法とします。本

規定に関しお客様と当社との間で生ずる全ての

訴訟について、東京地方裁判所を以って専属的な

第一審裁判所とします。但し、お客様および当社

は東京簡易裁判所に調停の申立てをすることが

できます。 

第１７条 準拠法・合意管轄 

本規定に関する準拠法は日本法とします。本規

定に関しお客様と当社との間で生ずるすべての

訴訟について、東京地方裁判所を専属的合意管轄

裁判所とします。ただし、お客様および当社が東

京簡易裁判所に調停の申立てをすることを妨げ

るものではありません。 

附 則 

1. この取扱規定は、平成20年4月28日より適用

されます。 

2.      （省   略） 

附 則 

1. この取扱規定は、平成24年4月1日より適用さ

れます。 

2.      （現行どおり） 

以 上 以 上

 


